
広告欄

学校の管理下でのケガの際は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」
にて医療費等の給付を行っています。災害共済給付制度により、学校の管理下における児童生徒等
の負傷、疾病、障がいまたは死亡に対して医療費、障がい見舞金または死亡見舞金の支給を行うも
のです。

✿学校の管理下でのケガで医療機関を受診される場合には、
子ども医療費受給者証（ピンク）を使わないようにお願いいたします。

（一度自己負担していただき、災害共済給付制度より医療費（自己負担分＋お見舞金）を給付させてい
ただきます。児童家庭課窓口にて領収書を用いた払い戻しの手続きは行わないようお願いします。）

※健康保険が適用される受診が対象です。
※受診した翌月から２年間請求を行わなかった場合、給付が受けられなくなります。
※選定療養費についても保険適用外のため、災害共済、子ども医療費どちらも対象となりません。

学校の管理下とは？？
•授業中（各教科、遠足、修学旅行、大掃除など）
•学校の教育計画に基づく課外指導中（部活動、林間学校、臨海学校など）
•休憩時間中および学校の定めた特定期間中（始業前、業間休み、昼休み、放課後など）
•通常の経路および方法による通学（園）中（登校（園）中、下校（園）中など）

学校や園でケガをして受診する場合...
保護者のみなさまへ

学校の管理下でのケガの際、「災害共済給付制度」を利用します。そのため、保護者のみなさまは
子ども医療費受給者証のご利用にご注意くださいますよう、ご協力お願いします。
✿災害共済給付制度は初診から治ゆまでの医療費総額（点数）５，０００円（５００点）以上が対象になります。
５，０００円（５００点）未満の場合には子ども医療費助成の対象になります。

医療機関のみなさまへ

《お問い合わせ｜児童家庭課｜☎098-998-7163 》

子ども医療費助成事業および災害共済給付制度への
ご協力よろしくお願いします♪
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町内の中学生を海外に派遣し、教育・文化・歴史・産業等の視察研修や海外青少年との交流及び
ホームステイ等の活動を通して、国際的視野を広め、友情を深め、国際化時代に対応しうる青少年
リーダーを育成します。

《 お問い合わせ｜八重瀬町青少年国際交流会（中央公民館）｜☎098-998-8383 》

八重瀬町国際交流人材育成事業八重瀬町国際交流人材育成事業
参加者募集参加者募集

勉励 謝花 昇勉励 謝花 昇

派遣先

派遣人数

１２名以内 ８月１９日（水）～８月２８日（金）
８泊１０日

約９万５千円～
（事業費の１０％程度）

日程 参加費※1※2

アメリカ合衆国 ハワイ州 沖縄県人会 他

※1 旅行者契約時点での為替レートにより大きく変わる場合があります。
※2 現地での私的な費用（昼・夕食代等）は含まれていません。

応募資格
1 町内在住の中学生及び町内中学校に在籍する生徒
2 心身ともに健康で、規律ある団体生活及び団体行動のできる生徒
3 実用英語技能検定4級以上の資格（類似資格含む）を有する生徒
※令和9年度以降は、実用英語技能検定3級以上の資格（類似資格含む）を有する生徒となります。

4 研修後は、リーダー及びボランティアとして地域活動に参加できる生徒
5 事前・事後研修に必ず参加できる生徒（部活動等より研修を優先すること）
6 事後検証の為、追跡調査の協力ができる生徒
7 過去に同事業に参加した生徒、他の公的機関等の主催する国際交流・留学等で国外へ派遣され
た生徒もしくは派遣が見込まれる生徒を除く。

選考試験日
●一次試験：５月１０日（日）午前１０時受付 場所：八重瀬町中央公民館

（筆記試験：英語（英検準２・３級程度）、一般教養（八重瀬町に関すること等）
●二次試験：５月２４日（日）午後２時受付 場所：八重瀬町中央公民館

（日本語及び英会話面接、グループワーク）

提出書類
（１）参加申込書　（２）保護者同意書　（３）実用英語技能検定合格証明書またはその他証明書
※（１）（２）の様式は、八重瀬町中央公民館窓口及び町ホームページで入手できます。
【提出先】八重瀬町青少年国際交流会（中央公民館） 住所：八重瀬町字東風平１０１４番地

応募期間 ４月６日（月）～３０日（木）

その他詳細（研修日程等）は、町ホームページの「実施要項」をご覧ください▶
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